
各種救急講習会について、よくあるお問合せ【受付編】 

 

 

Q１. 講習会を受けるのに費用は必要ですか？ 

     A. 原則各種救急講習会受講にかかわる費用は全て無料と

なっております。ただし、テキスト代がかかる講習会が

ございます。 

 

 

 

 

    Q２. テキスト代がかかる講習会を教えて下さい。 

 

    A. 応急手当普及員講習会です。 

        応急手当普及員講習会では、「応急手当指導者テキス

ト」を使用して講習を進めます。講習会当日にテキスト

代をいただき、テキストをお渡ししております。 

 

 

 

    Q３. 消防局庁舎で行う講習会は駐車券が出ますか？ 

 

    A. 駐車券はお出ししておりません。 

 

 

 

 

    Q４. 講習会を受けるにはどうしたらいいですか？ 

    A. 各種救急講習会は受付開始日より横須賀市コールセン

ターで受付を行います。詳しい日程については各種救急

講習会のページをご覧下さい。 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7425/aed/documents/27-hukyuuin.pdf
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7425/aed/03.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7425/aed/03.html


 

 

    Q. コールセンターへ応募したのですが、「定員です」と 

言われてしまいました。 

 

    A. 各種救急講習会は大変ご好評を受けており、募集開始 

早々に定員になってしまうほどです。ご不便をおかけし  

ますが、次回以降の講習会にご参加くださいますようお

願い申し上げます。 

 
 

 

    Q. 自分が働いている事業所で講習会ができますか？ 

    A. 横須賀市では、いざという時のための応急手当を皆さ 

んに広く習得していただくため、事業所等に指導員を派遣

して講習会を開催しております。その際の注意点について

は以下のとおりです。 

受講者は 10 名以上が必要です。 

資器材搬送のための車両の駐車場と、心肺蘇生法を行 

     う広さの会場が必要です。（目安としては 10 人の受講者 

     では１０畳ほどは必要になります） 

詳しくはご案内ページをご覧下さい。 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7425/aed/documents/27-dantai.pdf

